
 

 

保 育 料 の 算 定 方 法 に つ い て 

 

 １．保育料について  

保育料は、「令和８年度逗子市保育料表」に基づき算定します。原則として、保護者（父・母）の

市民税所得割の合計額により決定します。保護者が非課税で、同居者等がいる場合は、同居者等の

うち課税額が最も高い方を基準に保育料を決定します。 

 ※同居者等とは 

  住民票上で同一住所、かつ同一建物に居住している者を指します。 

  住民票上の世帯が別でも、同一建物に居住している場合は、同居しているとみなします。 

 

 ２．市民税額の確認方法及び参照年度について  

  市民税額の確認方法は、就労先、勤務状況等により異なります。次の各項目をご確認いただき、保

育料の参考にしてください（※各見本は逗子市での様式です）。 

 

※ 令和８年度保育料について、 

４月分～８月分は令和７年度市民税額、９月分～３月分は令和８年度市民税額で決定します。 

なお、政令指定都市で課税されている場合は旧税率（6％）により算定した額となります。 

 

◇給与から市民税が差し引かれている方の確認方法（会社員・公務員など） 

 「市民税所得割額⑥」＋「摘要欄の税額控除額（住宅借入金等特別控除額など）の市民税額」 

 

「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）」の「市民税額 

所得割額⑥」と、摘要欄に「住宅借入金等特別税額控除額」など税額控除額の市民税額に記載がある

場合は、その合計額で算定します。 

 

住宅借入金等特別税額控除額 市民税  円, 県民税  円 

R８.４ 



 

 

 ◇自分で市民税を納めている方の確認方法（自営業者など） 

  「税額控除額（調整控除額を除く）」＋「差引所得割額」 

   

 「市民税・県民税納税通知書（兼税額決定通知書）」の４ページ目の、「税額控除額（※調整控除

額・調整税額を除く）」と「差引所得割額」の合計額で算定します。 
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◇課税（非課税）証明書で確認する方法 

 市民税所得割額＋税額控除額（市分控除額） 

 

「市民税・県民税課税（非課税）証明書」の「市民税 所得割額」と「税額控除の内訳 市分控除額」

の合計額（※「調整控除」と「調整額」は除く）で算定します。 

 

※令和７年度課税（非課税）証明書は令和７年１月１日時点、令和８年度課税（非課税）証明書は

令和８年１月１日時点で住民登録のあった自治体で発行できます。 

 

◇海外で収入がある方の保育料算定方法について 

海外で収入がある方は、４～８月分の保育料は令和６年 1 月 1 日から令和６年 12 月 31 日まで、

９～３月分の保育料は令和７年 1 月 1 日から令和７年 12 月 31 日までの海外収入と社会保険料等

を証明する書類（Ｗ２等）をご提出いただき、収入を日本円に変換した上で仮の市民税額を算出し、

保育料を決定します。証明書類は勤務先により異なりますので、職場でご確認ください。 

 

 ３．保育料算定に係る年齢基準について  

  保育料は、年度当初（４月１日時点）の実施年齢で決定します。年度途中に誕生月を迎えても、年

齢による変更はありません。年度切り替えのタイミングで変更となりますのでご注意ください。 

 

令和 年度（令和 年分）市民税・県民税・森林環境税 

令和  年  月  日 



 

 

４．保育料が算定できない場合について  

確定申告または住民税の申告をしていないと、課税額が確定しないため保育料が算定できない場

合があります。未申告の方は必ず申告を行い、申告書の写しを保育課にご提出ください。 

保育料が算定できない場合は、最高額で仮算定します。正確な保育料算定のために、自営業等に

より報酬や営業収入がある方はその多寡にかかわらず、必ず申告をしてください。 

申告方法は所得の種類や金額により異なりますが、確定申告は最寄りの税務署で、住民税の申告

は 1 月 1 日時点で住民登録のあった市区町村の税務担当課での手続きとなります。 

海外収入がある場合で収入証明等の提出がない場合も、最高額で仮算定します。 

 

５．修正申告等をした場合について 

修正申告等を行い課税額に変更があった場合は、保育料に変更が生じる可能性がございますので、

修正申告等を行った旨を保育課にお申し出ください。 

 

６．保育料の再算定について  

課税額に変更があった場合、当年度の保育料に限り、再算定いたします。保育料の再算定を行った

結果、既にお支払いいただいた保育料に不足額が生じた場合は不足額の請求を、過払いが生じた場合

は未払いの保育料への充当または還付を行います。 

なお、保育料の算定ができず最高額で仮算定した方についても、申告書や収入証明等の提出があっ

た場合は、再算定いたします。 

 

ご不明な点は保育課までお問い合わせください。 

 


